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資料３ｰ１



「社会教育人材の育成・活躍促進のための環境整備について」

（１）社会教育主事の配置促進について

 社会教育主事配置のメリットを伝える必要がある。

（２）社会教育士の認知度向上や有用性の周知、活躍場所の拡大について

 まだ有資格者が少ない。活躍している事例を示す必要がある。

（３）社会教育人材のネットワーク化について

 目的、メリット、動線を明確に示す必要がある。

（４）継続的な学習機会の確保について

検討テーマ・論点

ネットワークをどのような場としてとらえるか



・認知度向上や活躍場所の拡大

 個々人の努力だけでは限界がある

・学習機会の確保

 単発の研修では継続しにくい、県主導では主体性に欠ける

・ネットワーク

 名簿的なものでは意味がない

「人材がつながり、経験や学びが循環する仕組み」が共通の課題

検討テーマ・論点



・社会教育士の活躍の場は

 ネットワークを通じて見える・広がる

・継続的な学習は

 ネットワークの中で実践と結び付く

・認知度向上は

 ネットワークに蓄積された事例の発信が鍵

他の論点は、ネットワークの設計と切り離しては考えにくい

検討テーマ・論点



資料3－3,P.３
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資料3－4,P.5
中央教育審議会生涯学習分科会社会教育の在り方に関する特別部会第16回資料「答申の骨子」



資料3－4,P.5
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